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平衡機能障害 

 平衡機能障害は、姿勢を調節する機能の障害であり、四肢体幹に異常がないにも関わらず起立や歩行

に何らかの異常を来す。等級は、3級と 5級のみが設定されている。 

 

＜3 級＞ 

 3 級の平衡機能障害者は、目を閉じた状態で起立を維持することが出来ず、開眼でも直線を歩行中 10

メートル以内で転倒したり、著しくよろめき、歩行を中断せざるを得なくなる。雇用事例はごく少なか

ったが、企業の配慮内容にも、そうした歩行に関する配慮として、職場に近い住居の確保や、手すり、

洋式トイレ、スロープの設置、就労機器の改善等が回答されている。 

 

＜5 級＞ 

 5 級の平衡機能障害者は閉眼で同様に直線を歩行中 10 メートル以内で転倒もしくは著しいよろめき

により歩行を中断せざるを得なくなるものであるが、起立の維持は可能であり、開眼であれば、10 メ

ートル以上の歩行も可能である。具体的に企業が配慮している障害に対応する配慮内容としては、通勤

への配慮（送迎バスや交通事故防止の指導）や作業量の軽減といったものがある。 
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音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 

 

＜3 級＞ 

 3 級の音声機能、言語機能障害者は、音声を発することができないか、発声しても言語機能を喪失し

た状態にある。従って、音声言語を利用したコミュニケーションがほぼ不可能であり、意志疎通には補

助具や何らかの代替手段が必要になる。3 級のそしゃく機能障害者は、ものを食べるときに口を使うこ

とが出来ないため、チューブによって食物を直接胃に流し込まなければならない。 

 今回の事例の中で、音声機能、言語機能の障害と、そしゃく機能の障害をもった人の割合がそれぞれ

どの程度であるのかは、それらを区分して把握していないため分からないが、3 級の障害者に対する企

業側の配慮事項のトップは、コミュニケーションヘの配慮であり（レクリエーション・ミーティング・

懇親会）、続いて通勤への配慮、家族との連携といった事項が多い。筆談による意志疎通を行っている

企業や、勤務時間内に有給扱いで通院を許可している企業もある。 

 

＜4 級＞ 

 4 級の音声、言語機能障害では、発声は出来るが周囲の人には聞き取りにくい、あるいは理解し難い

状態であり、3 級同様、何らかの代替手段が必要となる場合もある。企業から寄せられた配慮内容では、

やはりコミュニケーションヘの配慮が最も多いが、具体的な内容としてはレクリエーション・ミーティ

ング・懇親会への参加の他、コミュニケーターの導入、周囲に事情を良く説明する、周囲が本人の声に

慣れ自信を持たせるなど、障害特有の配慮もみられる。また労働条件面で、業務内容の見直し（電話の

取り扱いをしなくてすむようにする、顧客業務の軽減、情報処理中心の業務への組み替えなど）も行わ

れている。 

 なお、そしゃく機能障害の場合の 4級は、かみ合わせが悪く食事に時間がかかるなど食事摂取が不利、

不便な状態と規定されているが、既述のように、音声、言語、そしゃくの各障害を区別して把握してい

ないため詳細は把握できない。ちなみに企業から寄せられた配慮内容では、特に食事に関する配慮はみ

られなかった。 
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